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船橋市介護事業所内保育施設運営事業費補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、市が千葉県地域医療介護総合確保基金条例（平成２７年千葉県条例第７

号）に定める千葉県地域医療介護総合確保基金を活用し、介護事業者が事業所内保育施設を

運営する事業に要する費用の一部を補助することにより、介護事業者の費用負担の軽減及び

介護事業所内保育施設の設置の推進を図り、もって本市における介護サービス従業者に係る

労働環境の改善及び就業の促進並びに介護サービスの安定的な供給に資することを目的と

する。 

（補助対象者） 

第２条 この要綱に基づく補助金（以下「補助金」という。）を受けることができる者は、次

の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、第２号に掲げる要件にあっては、市長が必

要があると認める場合は、この限りでない。 

⑴ 次に掲げるいずれかの事業を行う指定介護サービス事業所であって市内に所在するも

のを運営する事業者であること。 

ア 訪問介護 

イ 訪問入浴介護 

ウ 通所介護 

エ 通所リハビリテーション 

オ 短期入所生活介護 

カ 短期入所療養介護 

キ 特定施設入居者生活介護 

ク 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

ケ 夜間対応型訪問介護 

コ 地域密着型通所介護 

サ 認知症対応型通所介護 

シ 小規模多機能型居宅介護 

ス 認知症対応型共同生活介護 

セ 地域密着型特定施設入居者生活介護 

ソ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

タ 看護小規模多機能型居宅介護 
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チ 介護老人福祉施設 

ツ 介護老人保健施設 

テ 介護医療院 

⑵ 船橋市税に滞納が無いこと。 

（対象事業） 

第３条 補助金の対象とする事業は、前条に規定する事業者が、その雇用する労働者であって

同条に規定する指定介護サービス事業所に従事する者の監護する児童を保育するために自

ら設置する施設であって、次の各号に掲げるいずれにも該当するものを運営する事業とする。 

 ⑴ 利用定員が５人以下の保育施設であること。 

 ⑵ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３４条の１５第２項に規定する認可を受け

ていないこと。 

 ⑶ 船橋市に対し、児童福祉法第５９条の２第１項の規定に基づく認可外保育施設設置の届

出を行っていること。 

 ⑷ 認可外保育施設に対する指導監督の実施について（平成１３年３月２９日付け雇児発第

１７７号）（別添）（以下「認可外保育施設指導監督基準」という。）を満たしているこ

と。 

 ⑸ 保育士、看護師又は准看護師の資格を有する者が配置されていること。 

 ⑹ 保育料（保育に要する費用の保護者負担額（給食費を含む。）をいう。以下同じ。）と

して１人当たり平均月額１０，０００円以上を徴収していること。この場合において、保

育料が日額又は時間単位で決まっている場合は、日額にあっては２５日を１月と、時間単

位にあっては８時間を１日として換算して得られる額を月額とする。 

２ 一の年度において補助金の交付の対象となる前項に規定する事業の期間は、補助金の交付

を受けようとする年度ごとに、当該年度の前年度の３月１日から翌年の２月末日までの期間

のうち市長が認める期間とする。 

（補助金の算定方法） 

第４条 補助金の交付額の算定に係る基準額、対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。 

２ 前項の交付額は、別表に定める基準額及び対象経費の実支出額を比較していずれか少ない

方の額に、同表に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数があるときは、こ

れを切り捨てた額）とする。 
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（交付の申請）  

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、市長が定める期

間内に、船橋市介護事業所内保育施設運営事業費補助金交付申請書（第１号様式）による

申請書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 申請者は、前項の規定により申請するに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費

税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費

税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部

分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の

税率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。）を減額して申請しな

ければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかで

ないものについては、この限りでない。 

（交付の決定及び条件） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容が適正であるか審査し、適

正と認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付決定をするものとする。 

２ 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる事項につき条件を附するも

のとする。 

⑴ 事業の内容又は経費の配分の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、市長の承認

を得ること。 

⑵ 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を得ること。 

⑶ 補助金と事業に係る収入及び支出との関係を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及

び支出についての証拠書類を整理し、これらを事業完了の日（事業の中止又は廃止の承認

を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管すること。 

⑷ 第５条第２項ただし書の規定により交付の申請をしたものについては、補助金の実績報

告において当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額すること。 

（交付決定の通知） 

第７条 市長は、補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びその条件を船橋市介護

事業所内保育施設運営事業費補助金交付決定通知書（第２号様式）により申請者に通知する

ものとする。 

（交付申請の取下げ） 

第８条 申請者は、前条の規定による通知を受けた場合において、決定内容又はこれに附され
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た条件に異議があり、当該申請を取り下げようとするときは、速やかにその理由を附して市

長に届け出なければならない。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなか

ったものとみなす。 

（承認申請） 

第９条 第６条第２項第１号又は第２号の規定により承認を受けようとするときは、船橋市介

護事業所内保育施設運営事業費補助金事業変更（中止・廃止）承認申請書（第３号様式）を

市長に提出しなければならない。 

（実績報告） 

第１０条 補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、事業が完了した

ときは、事業完了の日から起算して２０日を経過した日（第６条第２項第２号に掲げる条件

により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、当該事業の中止又は廃止に係る

通知があったことを知った日から起算して２０日を経過した日）又は事業実施年度の３月１

０日のいずれか早い日までに、船橋市介護事業所内保育施設運営事業費補助金事業実績報告

書（第４号様式）に関係書類を添えて市長に報告しなければならない。 

２ 第５条第２項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、第１項の規定による

実績報告を行うにあたって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、当

該消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。 

(額の確定等) 

第１１条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、書類の審査等により、その報

告に係る事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであ

るかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を

船橋市介護事業所内保育施設運営事業費補助金確定通知書(第５号様式)により補助事業者

に通知する。 

(交付の時期等) 

第１２条 補助金は、第１１条の規定により確定した額を交付決定に係る事業が完了した後に

おいて交付する。ただし、市長が必要があると認めるときは、当該事業の完了前に補助金の

概算払をすることができる。 

２ 補助事業者は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、船橋市介護事

業所内保育施設運営事業費補助金概算払請求書（第６号様式）により市長に請求しなければ
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ならない。 

（交付決定の取消し等） 

第１３条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を

取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。 

⑴ 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。 

⑵ 補助金を他の用途に使用したとき。 

⑶ 当該者の運営する保育施設が、第３条第１項各号に規定する要件に該当しなくなったと

き。 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、補助金の交付決定に附した条件その他法令等に違反したと

き又は市長の指示に従わなかったとき。 

（消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１４条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に

係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が０円の場

合を含む。）は、船橋市介護事業所内保育施設運営事業費補助金に係る消費税及び地方消

費税の仕入控除税額報告書（第７号様式）により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属

する年度の翌々年度６月３０日までに市長に報告しなければならない。ただし、当該補助

金に係る消費税仕入控除税額を減額して交付申請を行った場合には、この限りでない。な

お、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所等）であっ

て、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、本所等）で消費税及び

地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を

行うこと。また、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額があること

が確定した場合には、当該仕入控除税額を市に返還しなければならない。 

（補則） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２９年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
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附 則 

この要綱は、令和４年６月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１７日から施行し、同年４月１日から適用する。 

 

別表 

経費 
補助率 

基準額 対象経費 

次の⑴に掲げる額から⑵に掲げる額を

控除した額 

⑴ 保育士の数×180,800円×運営月数 

⑵ 保育料収入額 

介護事業所内保育施設の運営に必要

な経費（賃金（常勤職員給与費、非

常勤職員給与費、法定福利費等）及

び委託料（給与費に該当する経費）） 

２／３ 

備考 

１ この表において「保育士の数」とは、補助対象となる保育施設において保育に従事する

保育士、看護師又は准看護師の資格を有する者のうち、常勤職員の数と、非常勤職員の

１月の勤務延べ時間数の合計を８時間及び当該月の開所日数で除して常勤職員の数に換

算した数（計算によって生じた端数は、少数第２位を四捨五入し、少数第１位までとす

る。）とを１月ごとに合算した数とする。ただし、その数が２を超える場合は、２とす

る。 

２ 運営月数の算定に当たっては、当該月における開所日数が概ね１５日以上である場合に

は、１か月として算定して差し支えないものとする。 

３ 保育料収入額は、事業実施期間に徴収した保育料の合計額とする。ただし、その額が利

用定員数×１０，０００円×運営月数により算出した額を下回るときは、当該算出した

額を用いる。 

４ 対象経費には、保育士助手（保育士、看護師又は准看護師の資格を有さない者で、直接

保育に従事する者（事務、給食職員等を除く。））に係るものを含むものとする。 
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（第１号様式） 

 

船橋市介護事業所内保育施設運営事業費補助金交付申請書 

 

   年  月  日 

 

船橋市長 あて    

事 業 者 名 

事 業 者 住 所 

代表者職・氏名              

 

船橋市介護事業所内保育施設運営事業費補助金交付要綱第５条の規定により、関係書類を添

えて次のとおり申請します。 

 

１ 交付申請額   金          円 

２ 船橋市介護事業所内保育施設運営事業費補助金申請額内訳書（別紙１） 

３ 船橋市介護事業所内保育施設運営事業費補助金事業計画書（別紙２－１） 

４ 保育士等一覧表（別紙２－２） 

５ 添付資料 

 （１）認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書（直近のもの）の写し 

（２）介護事業所内保育施設の保育料が規定された規則等の写し 

（３）従業員の保育士証等の写し 

（４）収支予算書（見込書） 

６ 消費税の適用に関する事項（該当するものに☑) 

① 補助金交付額の算定 

□ 消費税額を補助対象経費に含めないで補助金交付額を算定 

□ 消費税額を補助対象経費に含めて補助金交付額を算定 

② ①で「消費税額を補助対象経費に含めて補助金交付額を算定」を選択した理由 

□ 免税事業者である 

□ 簡易課税事業者である 

□ 消費税法別表第３に掲げる法人等であって 

特定収入割合が５％を超える 

□ その他（                       ） 
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（別紙１） 

 

船橋市介護事業所内保育施設運営事業費補助金申請額内訳書 

 

事業者名                  

 

保育施設名                 

 

基準額 
 

対象経費 

支出予定

額 

（Ｈ） 

 

補助 

基本額 

（Ｉ） 

 

補助金 

所要額 

（Ｊ） 

保育士

の１月

あたり

見込数 

（Ａ） 

Ａ と ２

を 比 べ

て 小 さ

い 方 の

数（Ｂ） 

基準額 

単価 

（Ｃ） 

運営 

月数 

（Ｄ） 

保育料

収入の

１月当

たり見

込額 

（Ｅ） 

利用 

定員 

（Ｆ） 

基準額 

 

（Ｇ） 

人 人 円 月 円 人 円 円 円 円 

  180,800        

 
上記の対象経費支出予定額（Ｈ）は、（ 税込額 ・ 税抜額 ）である。 

 

注１ （Ａ）欄には、別表に規定する方法により算出した保育士の１月あたり見込数を記載す

ること。 

 ２ （Ｇ）欄には、次の方法により算出した額を記載すること。 

    （Ｂ×Ｃ×Ｄ）－｛（Ｅの額とＦ×10,000円とを比較して大きい方の額）×Ｄ｝ 

３ （Ｈ）欄には、別表に規定する介護事業所内保育施設の運営に必要な経費（賃金（常勤

職員給与費、非常勤職員給与費、法定福利費等）及び委託料（給与費に該当する経費））

の支出予定額の総額を記載すること。 

 ４ （Ｉ）欄には、（Ｇ）欄の金額と（Ｈ）欄の金額を比較して少ない方の額を記載するこ

と。 

５ （Ｊ）欄には、（Ｉ）欄の額に別表に規定する補助率を乗じて得た額（１，０００円未

満切り捨て）を記入すること。 
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（別紙２－１） 

船橋市介護事業所内保育施設運営事業費補助金事業計画書  

事業者名                  

１ 保育施設の名称等 

名称 所在地 開設年月日 利用定員 

   
人 

 

運営等が委託の場合には、下記に記載し、契約書の写しを添付すること。 

受託者の名称 住所 代表者名 

   

２ 補助金申請に係る事業の期間 

年    月   日 から 年    月   日 まで 

３ 運営する指定介護サービス事業所（上記保育施設において保育する児童の保護者が従事する事業

所。３事業所を超える場合には、主な３事業所を記載すること。） 

事業所名 事業所住所 提供するサービスの種類 

   

   

   

４ 保育時間、職員の状況等 

保育時間 職員数 

開所時間帯 
開所 

時間 

保育士※ 保育士助手 

常勤 

職員数 

非常勤 
常勤 

職員数 

非常勤 

職員数 職員数 
常勤 

換算数 

 時間 人 人 人 人 人 

～       

   非常勤職員の常勤換算数については、別表に規定する計算方法により算出した数を記載すること。 

  ※保育士とは、保育士、看護師又は准看護師の資格を有する者をいい、保育士助手とは、それ以外の者

で直接保育に従事する者（事務、給食職員等を除く。）をいう。 

５ 職員に対する給与の支払日   ６ 保育料 

例月          日  １月あたり              円 

  
月額以外で 

定める場合 
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（別紙２－２） 

保育士等一覧表 

 

事業者名                  

 

保育施設名                 

 

 
氏名 職種 

常勤・ 

非常勤の別 
雇用開始日 

非常勤の場合

の常勤換算数 

１      

２      

３      

４      

５      

 

（注） 保育士、看護師又は准看護師の者については、その資格を有することを証する書類

の写しを添付すること。 
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（第２号様式） 

  船橋市介護事業所内保育施設運営事業費補助金交付決定通知書 

 

第     号 

   年  月  日 

 申請者 所 在 地 

     事 業 者 名 

     代表者職・氏名          様 

船橋市長        印 

 

    年  月  日に申請のあった補助金の交付について、次のとおり決定したので、船

橋市介護事業所内保育施設運営事業費補助金交付要綱第７条の規定により通知します。 

 補 助 年 度  

  交 付 決 定 額                    円 

  

交 付 条 件 

１ 事業の内容又は経費の配分の変更（軽微な変更を除く。）を

する場合には、市長の承認を得ること。 

２ 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を得るこ

と。 

３ 補助金と事業に係る収入及び支出との関係を明らかにした

帳簿を備え、かつ当該収入及び支出についての証拠書類を整理

し、これらを事業完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受け

た場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年

間保管すること。 

４ 船橋市介護事業所内保育施設運営事業費補助金交付要綱第

５条第２項ただし書の規定により交付の申請をしたものにつ

いては、補助金の実績報告において当該補助金に係る消費税仕

入控除税額を減額すること。 

 (注) 上記の決定に対して異議があるときは、速やかに文書で申請の取下げをすること。 
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（第３号様式） 

 

船橋市介護事業所内保育施設運営事業費補助金事業変更（中止・廃止）承認申請書 

  

   年  月  日 

  船橋市長 あて 

所  在  地 

事 業 者 名 

代表者職・氏名                   

 

  年  月  日付け第     号で交付決定のあった   年度船橋市介護事業所内

保育施設運営事業費補助金について、当該事業を次のとおり変更（中止・廃止）したいので、

船橋市介護事業所内保育施設運営事業費補助金交付要綱第９条の規定により承認を申請しま

す。 

 

１ 変更（中止・廃止）理由 

 

 

２ 変更内容 

（１）変更前 

 

 

 

（２）変更後 
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（第４号様式） 

船橋市介護事業所内保育施設運営事業費補助金事業実績報告書 

   年  月  日 

船橋市長 あて    

所  在  地 

事 業 者 名 

代表者職・氏名           

 

  年  月  日付け第    号で交付決定のあった＿＿年度船橋市介護事業所内

保育施設運営事業費補助金について、当該事業を完了したので、船橋市介護事業所内保育

施設運営事業費補助金交付要綱第１０条の規定により、関係書類を添えて次のとおり報告

します。 

１ 補助金精算額   金          円 

２ 船橋市介護事業所内保育施設運営事業費補助金精算書（別紙１） 

３ 船橋市介護事業所内保育施設運営事業費補助金事業実績報告書（別紙２－１） 

４ 対象経費支出済額内訳表（別紙２－２） 

５ 添付資料 

（１）認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書（直近のもの）の写し 

（２）収支決算書（見込書） 

６ 消費税の適用に関する事項（該当するものに☑) 

① 補助金交付額の算定 

□ 消費税額を補助対象経費に含めないで補助金交付額を算定 

□ 消費税額を補助対象経費に含めて補助金交付額を算定 

② ①で「消費税額を補助対象経費に含めて補助金交付額を算定」を選択した理由 

□ 免税事業者である 

□ 簡易課税事業者である 

□ 消費税法別表第３に掲げる法人等であって特定収入割合が５％を超える 

□ その他（                       ） 

補助金の振込先 
 

預 金 種 別  

振 込 先  

振込口座番号  

名 義 人  
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（別紙１）   船橋市介護事業所内保育施設運営事業費補助金精算書 

事業者名                    

保育施設名                   

 

補助基本額 

（Ｇと、別紙２－２の対

象経費支出済額Ｕを比べ

て小さい方の額）（Ｈ） 

補助金所要額 

（Ｉ） 

交付決定額 

（Ｊ） 

補助金 

受入済額 

（Ｋ） 

補助金精算額 

（ＩとＪを比べて 

小さい方－Ｋ） 

（Ｌ） 

円 円 円 円 円 

     

 
注１ （Ａ）欄には、別表に規定する方法により算出した当該月の保育士の数を記載すること。（別紙２－１に

おけるＰ＋Ｑと一致。） 
２ （Ｉ）欄には、（Ｈ）欄の額に別表に規定する補助率を乗じて得た額（１，０００円未満切り捨て）を記

入すること。 
 
 

年 月 

基準額 

保育士 

の数 

（Ａ） 

Ａと２を

比べて小

さい方の

数（Ｂ） 

基準額 

単価 

（Ｃ） 

保育料収

入額 

（Ｄ） 

利用 

定員 

（Ｅ） 

Ｄの額と 

Ｅ×10,000円 

を比べて大きい

方の額（Ｆ） 

基準額 

(Ｂ×Ｃ 

  －Ｆ） 

  人 人 円 円 人 円 円 

 3   180,800     

 4   180,800     

 5   180,800     

 6   180,800     

 7   180,800     

 8   180,800     

 9   180,800     

 10   180,800     

 11   180,800     

 12   180,800     

 1   180,800     

 2   180,800     

       
合計 

 

       （Ｇ） 
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（別紙２－１） 

船橋市介護事業所内保育施設運営事業費補助金事業実績報告書 

事業者名                  

１ 保育施設の名称等 

名称 所在地 開設年月日 利用定員 

   
人 

 

 運営等を委託した場合 

受託者の名称 住所 代表者名 

   

２ 補助金事業の期間 

年  月   日 から 年  月   日 まで 

 
３ 開所日数、職員の状況等 

年 月 
開所 

日数 

保育児童

の実人数 

勤務した保育士等の人数 

保育士※ 保育士助手 

常勤 非常勤 
保育士の数 
(Ｐ＋Ｑ) 

常勤・非常勤 
職員数 
(Ｐ) 

職員数 
常勤 

換算数(Ｑ) 職員数 

  日 人 人 人 人 人 人 

 3        

 4        

 5        

 6        

 7        

 8        

 9        

 10        

 11        

 12        

 1        

 2        

合計  
 

 

※「保育士」とは、保育士、看護師又は准看護師の資格を有する者をいい、「保育
士助手」とは、それ以外の者で直接保育に従事する者（事務、給食職員等を除く。）
をいう。 
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（別紙２－２） 

対象経費支出済額内訳表 

 

事業者名                  

 

保育施設名                 

１ 補助金事業の期間に係る給与費支払済額の内訳 

 
氏名 職種 

常勤・非常勤 

の別 
雇用期間 

給与費支払済額

（円） 

１    ～  

２    ～  

３    ～  

４    ～  

５    ～  

              合計（Ｒ）  

２ 補助金事業の期間に係る法定福利費の合計額（Ｓ） 

円 

３ 委託により実施した場合の委託料（Ｔ） 

円 

委託料のうち、給与費に該当する経費が確認できる書類を添付すること。 

４ 対象経費支出済額 （Ｕ＝Ｒ、Ｓ、Ｔの合計） 

円 

  

（注）５人以上の場合は、適宜行を追加すること。 

 

左記の委託により実施した場合の委託料

（Ｔ）は、（ 税込額 ・ 税抜額 ）である。 
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（第５号様式） 

 

  船橋市介護事業所内保育施設運営事業費補助金確定通知書 

 

第     号 

   年  月  日 

所    在    地 

 事  業  者  名 

 代表者職・氏名           様 

船橋市長          印 

 

   年  月  日付けで実績報告のあった事業について、次のとおり補助金の額を確定し

たので、船橋市介護事業所内保育施設運営事業費補助金交付要綱第１１条の規定により、通知

します。 

交付決定年月日  年  月  日 番 号   第     号 

補助年度 
 

交付決定額 円     

補助金所要額 円     

交付確定額 円     

補助金支払済額 円     

補助金精算額 円     
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（第６号様式） 

 

船橋市介護事業所内保育施設運営事業費補助金概算払請求書 

 

   年  月  日 

 

船橋市長 あて 

 

所  在  地 

事 業 者 名 

代表者職・氏名                 印 

 

   年  月  日付け第    号で交付決定のあった＿＿年度船橋市介護事業所内保

育施設運営事業費補助金について、船橋市介護事業所内保育施設運営事業費補助金交付要綱第

１２条第２項の規定により、次のとおり概算払されるよう請求します。 

 

請求金額   金           円 

 

預 金 種 別   

振 込 先   

振込口座番号  

名 義 人   
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第７号様式 

年  月  日 

船橋市長 あて 

 

船橋市介護事業所内保育施設運営事業費補助金に係る 

消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告書 

 

事 業 者 名 

事業者住所 

代表者職・氏名 

 

    年  月  日付け第   号で交付確定のあった  年度船橋市介護事業所内

保育施設運営事業費補助金について、船橋市介護事業所内保育施設運営事業費補助金交

付要綱第１４条の規定により、関係書類を添えて次のとおり報告します。 

 

１．補助金交付確定額 

金            円 

２．消費税額の申告により確定した船橋市介護事業所内保育施設運営事業費 

補助金に係る仕入控除税額（補助金返還相当額） 

（※消費税の申告義務がない場合も０円と記載すること） 

金            円 

   ※０円の場合はその理由について☑ 

     □消費税の申告義務がない 

        □簡易課税方式による申告を行っている 

       □消費税法別表第３に掲げる法人等であって特定収入割合が５％を超える  

□その他（返還額算出シートによる計算の結果、返還額が０円だった場合など） 

 

３．添付書類 

・返還額算出シート 

 （申告義務がない、簡易課税方式、消費税法別表第３に掲げる法人等であって 

特定収入割合が５％を超える事業者は添付不要。） 

・別添 添付書類チェック表及び該当書類のとおり 


